
1



サービスの種類 サービス内容

就労移行支援事業
・一般企業等への就労を希望する障害者に、一定期間（原則１回限り、最長２年間）に
おける生産活動やその他の活動の機会を提供します。また、就労に必要な知識や能力
の向上を目指した訓練を行います。

就労継続支援A型

・一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上
のために必要な訓練を行います。
・企業などの雇用に結びつかなかった人や一般企業を離職した人が対象になります。
・雇用契約を結びます。

就労継続支援B型

・一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上
のために必要な訓練を行います。
・就労の機会を通して生産活動の知識や能力の向上が見込まれる人や過去に一般企業や
Ａ型で就労経験がある人であって、年齢や体力面の問題で雇用されることが困難に
なった人たちが対象になります。
※特別支援学校から利用するには事前にアセスメントをする必要があります（実習中
に３日間実施）。
・雇用契約は結びません（作業内容に応じた工賃を支給）。

生活介護
・常に介護が必要な障害者に、昼間に障害者支援施設で入浴・排泄・食事の介護を提供
します。また、創
作活動や生産活動の機会も提供します。（障害支援区分３以上必要）

自立訓練
・自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向
上のために必要な訓練を行います。機能訓練（18ヶ月以内を標準）と生活訓練（24ヶ
月以内を標準）があります。

地域活動支援センター
・自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者に対し、創作的活
動又は生産活動の
提供、社会との交流等を行う施設です。
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